
西パ健発第 09A0908 号 

平成２１年９月１０日 

 

事 業 主 様 

 

西日本ﾊﾟｯｹｰｼﾞﾝｸﾞ健康保険組合 

理 事 長  竹 本 實 生 

 

 

出産育児一時金の引き上げ及び直接支払制度の実施について 

 

平素は当健康保険組合の事業運営につき、格別のご高配を賜り厚く御礼申し上げます。 

さて、国の緊急少子化対策の措置として、出産育児一時金（家族出産育児一時金を含む、以下同

じ）の支給額の引き上げ及び直接支払制度が、平成２１年１０月１日から下記のとおり実施されま

すので、被保険者の方々へご周知いただきますようお願い申し上げます。 

出産育児一時金の引き上げと直接支払制度については、ともに平成２１年１０月１日から平成 

２３年３月３１日までの暫定的な措置であり、平成２３年４月１日以降の出産一時金制度について

は、引き続き検討をおこない、検討結果に基づき所要の措置を講ずる予定とされています。 

なお、概要については、平成２１年９月１０日付発行の「健保だより」第５号にも掲載しており

ますので、ご参照願います。 

 

記 

 

１． 出産育児一時金の支給額について 

３８万円  →  ４２万円（４万円引き上げ） 

※産科医療補償制度未加入の医療機関等での出産及び在胎週数２２週未満の出産については３９

万円となります。 

 

２． 直接支払制度について 

直接支払制度とは、被保険者等が医療機関等との間で出産育児一時金の支給申請及び受け取り

にかかる代理契約を締結したうえで、医療機関等が被保険者等に代わって、出産育児一時金の支

給額を限度に、支払機関を通じて、健康保険組合等へ支給申請し、出産育児一時金を受け取る、

という新たな仕組みです（別紙参照）。 

出産費用が出産育児一時金の支給額に比して少ない場合の差額分及び家族出産育児一時金の

付加金については、別途請求が必要となります。 

また、被保険者等が直接支払制度を希望しない場合は、従来の方法で支給申請を行うことにな

りますが、添付書類の一部変更が予定されており、詳細については決まり次第別途お知らせいた

します。 

なお、直接支払制度の導入により、従来の受取代理の仕組みは平成２１年９月３０日を以って

廃止されます。 

 

以上 
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支払機関
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支払基金）

◆　出産育児一時金の医療機関等へ直接支払制度の流れ　◆

健康保険組合

 ⑧ 差額分がある場合や付加金にかかる申請書の提出

② 出　産

被保険者等

（別紙）

西日本パッケージング健康保険組合　ＴＥＬ　０６－６９４１－４６３５

お問合せについては、当健康保険組合にお願いします。
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※出産費用が４２万円未満で差額分がある場合及び付加金に
ついては、医療機関等から交付された明細書等を添えて、被保
険者等が当健康保険組合に申請する｡

支払事務
委託契約

④ 医療機関等から費用請求（４２万円まで）


